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● 

迫
る「
２
０
２
２
年
危
機
」―
―
健
康
保
険
を
い
か
に
守
る
か

定
価  

本
体
７
２
０
円
＋
税

 迫る「2022年危機」
 ――健康保険をいかに守るか
 ２０２２年危機回避へ「痛み」伴う改革の断行を
 ――健保連 佐野副会長に聞く
 
 「２０２２年危機」を乗り切る改革の実現目指して

 2018年度 健保組合決算見込み

 大局大説
　　 高齢者医療保障制度の問題と解決策
 馬場園 明 

特 集



  3 健康保険■ 2019.10

0
1
8
年
度
の
概
算
医
療
費

は
、42
・
6
兆
円（
前
年
同
期
比

+
0
・
8
％
）と
な
り
、17
年
度
の
前
年

同
期
比
+
2
・
3
％
よ
り
伸
び
は
低
下

し
、ま
た
、近
年
の
平
均
経
済
成
長
率

と
ほ
ぼ
同
水
準
と
な
っ
た
。

　

現
行
制
度
の
下
で
推
移
す
る
と
、健

保
組
合
の
平
均
保
険
料
率
は
19
年
度

9
・
2
1
8
％
が
25
年
度
に
10
・
4
％

に
上
昇
し
、
協
会
け
ん
ぽ
の
保
険
料

率
10
％
を
上
回
る
組
合
は
19
年
度
の

3
0
2
組
合
か
ら
9
0
9
組
合
に
、ま

た
、保
険
収
入
に
占
め
る
拠
出
金
の
割

合
も
45
・
4
％
か
ら
50
・
5
％
に
上
昇

す
る
厳
し
い
事
態
を
迎
え
る
。

　

第
2
号
介
護
保
険
料
率
も
19
年
度

1
・
5
7
3
％
か
ら
25
年
度
2
・
3
％

に
な
り
、上
限
で
あ
る
18
・
3
％
に
固

定
さ
れ
て
い
る
厚
生
年
金
保
険
料
率

を
加
え
る
と
、
こ
れ
ら
3
制
度
の
保

険
料
率
の
合
計
は
29
・
0
9
1
％
か
ら

31
・
0
％
に
達
す
る
も
の
と
見
込
ま
れ
、

社
会
保
障
の
持
続
性
に
対
す
る
懸
念

も
強
ま
る
。

　

安
倍
内
閣
は
、「
人
生
1
0
0
年
時

代
」
を
見
据
え
、
誰
も
が
、
い
く
つ
に

な
っ
て
も
活
躍
で
き
る
社
会
の
構
築

に
向
け
た
改
革
を
進
め
る
た
め
、「
全

世
代
型
社
会
保
障
検
討
会
議
」の
初
会

合
を
9
月
20
日
に
開
い
た
。年
内
に
年

金
や
介
護
を
中
心
に
中
間
報
告
を
と

り
ま
と
め
、20
年
度
政
府
予
算
案
と
関

係
法
案
に
反
映
さ
せ
る
と
と
も
に
、来

年
夏
に
は
最
終
報
告
を
と
り
ま
と
め

て「
骨
太
方
針
2
0
2
0
」に
反
映
さ

せ
た
い
と
し
て
い
る
。

　

保
健
事
業
等
の
取
り
組
み
を
通
じ

て
健
康
寿
命
を
延
伸
し
て
健
康
な
高

齢
者
を
増
や
し
、高
齢
者
で
あ
っ
て
も

本
人
の
選
択
に
よ
る
就
労
、多
様
な
働

き
方
が
可
能
と
な
る
社
会
の
構
築
を

図
る
こ
と
が
第
1
の
課
題
と
な
る
。当

面
は
高
齢
者
・
就
職
氷
河
期
世
代（
第

2
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
マ
ー
）・
女
性
な
ど

の
就
労
促
進
を
図
り
、社
会
保
障
の
支

え
手
を
増
や
し
て
経
済
成
長
を
後
押

し
す
る
改
革
議
論
を
先
行
さ
せ
る
。

　

と
く
に
年
金
支
給
開
始
年
齢
の
選

択
拡
大
に
よ
る
高
齢
者
の
就
労
促
進
、

高
齢
者
の
医
療
・
介
護
の
自
己
負
担
率

の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、次
期
通
常
国

会
に
提
出
予
定
の
介
護
保
険
法
改
正

法
案
な
ど
に
盛
り
込
む
方
針
だ
。

　

後
期
高
齢
者
の
医
療
費
や
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
は
原
則
2
割
負
担
と
し
、負
担

能
力
・
受
益
の
程
度
に
応
じ
た
適
切
な

自
己
負
担
と
す
る
な
ど
、社
会
保
険
の

本
旨
に
沿
っ
た
見
直
し
が
求
め
ら
れ
る
。

ま
た
、医
療
機
関
や
医
師
等
の
従
事
者

に
つ
い
て
も
、A
D
L
の
改
善
な
ど
の

ア
ウ
ト
カ
ム
、費
用
対
効
果
に
対
す
る

適
切
な
評
価
の
視
点
に
立
っ
た
改
革
、

診
療
報
酬
の
見
直
し
も
大
事
な
課
題

で
あ
る
。

　

健
保
連
と
し
て
は
、こ
れ
ら
に
加
え

▽
拠
出
金
負
担
割
合
の
上
限
を
設
定

す
る
と
と
も
に
拠
出
金
割
合
が
50
％

を
超
え
な
い
よ
う
公
費
負
担
を
拡
充

す
る
▽
前
期
高
齢
者
医
療
費
の
財
政

調
整
方
法
を
見
直
し
、過
重
と
な
っ
て

い
る
負
担
を
是
正
す
る
▽
社
会
保
険

の
本
旨
に
沿
っ
て
保
険
給
付
の
範
囲

と
内
容
を
適
切
に
見
直
す
―
―
こ
と

を
引
き
続
き
強
く
主
張
し
て
い
く
。

　

さ
ら
に
、加
入
者
に
対
し
て
適
切
な

受
診
行
動
を
促
す
た
め
に
、I
C
T
化

へ
の
対
応
と
取
り
組
み
を
推
進
し
、高

齢
者
就
業
の
拡
大
に
対
応
し
た
高
齢

者
医
療
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も

検
討
を
深
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
い

る
。

２

全世代型社会保障制度と
医療保険

148

視 

点




